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2018年自治体キャラバン 

資 料 集 

住民のいのちと福祉を守ることを 

自治体の第一優先施策に 

★すべての人々のいのちと健康を守る取組を広げましょう。 

★本人・家族が要介護状態・病気になっても住みなれた 

  地域で安心して暮らせる街づくりを進めましょう 

★ひとりぼっちの住民をつくらない取組を広げましょう！ 

石川県社会保障推進協議会  
連絡先 金沢市京町24-14 ☎076-253-1636 ＦＡＸ 076-253-1459 メール kaigo@imir.jp  
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2018年自治体キャラバン実施要項
2018年10月1日

石川県社会保障推進協議会

Ⅰ．2018年度自治体キャラバンの意義

2011年3月11日に発生した東日本大震災と津波の影響により東北地方太平洋沿岸各県は、広範、

かつ未曾有の被害にさらされ、加えて福島第一原発事故により福島県内の放射能汚染は日本の原発

史上最悪のものとなりました。私たちは、当時、災害から国民の命と暮らしを守る国・自治体のあ

り方を問い、福祉充実、防災を国・地方自治体の施策の第一にすべきであることを確認しました。

災害から住民の命を守るためには、学校、公共施設、住宅などの耐震化、乱開発の防止と都市計画、

堤防の強化など、ハードの面での対策の強化がもとより必要であると同時に、普段から医療、介護、

福祉、子育て支援などの強い基盤とネットワークがあってこそ、災害時にも大きな力を発揮するこ

とを学びました。

東日本大震災発生から７年目の年、冬には豪雪、6 月 18 日朝に発生した大阪北部地震、7 月初旬
の西日本豪雨災害、猛暑、台風 21 号、北海道地震というように、地球環境の大きな変動の中で未曾
有の自然災害を体験しています。そして、東日本大震災の時の反省を思い出しました。あの時の反

省が十分生かされてこなかったとも感じています。

そうした中で 2018 年自治体キャラバンを実施します。今年のキャラバンは今一度東日本大震災で
学んだ「災害から国民の命と暮らしを守るためには、福祉充実、防災を国・地方自治体の施策の第

一にすべきである」ことの原点に立ち返って、「住民の暮らしといのちを守る自治体キャラバン」に

していきます。そうした立場から、今年は各自治体に「住民の暮らしといのちを守る」ために、国

に社会保障の充実を求める声を住民と共に上げることを求めると同時に、以下のとおりに自治体とし

てできることを求めていくことを目的に実施します。

(1) 住民のいのちと福祉を守ることを自治体の第一優先施策にすること

(2) 住民のいのちと福祉を守るための施策を国に先んじて積極的にすすめること。

(3) 国に対して住民の暮らしやいのちを守るために国に社会保障制度の充実・拡充を要望すること

(4) 住民の暮らしの現状・実態を適切に把握すること

(5) 住民の暮らしや医療・介護等の相談活動を旺盛にすること

Ⅱ．キャラバンの内容

・住民の切実な願い・要望を自治体に届け、自治体との懇談でその実現を要望します。

・要望の基本は、以下の通りとします。

(1)住民のいのちと健康を守ること（いのちを守るための施策を自治体施策の第一にすること）
(2)本人・家族が要介護状態・病気になっても、住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり
を進めること。

(3)ひとりぼっちの住民をつくらないこと
(4)「こどもは社会の宝」の立場でこどもの健康・発達を社会が支援していくこと

・事前に全ての自治体に自治体アンケートへの協力をお願いして、アンケート回答一覧をまとめて冊

子にします。それを懇談時に活用します。

・要望書は事前に自治体に届け、「文書での回答」を全自治体に準備していただきます。（2017 年度
同様）

・自治体との懇談は、要望書の中の「重点要望事項★印」に絞って自治体担当課長（部長）から回

答をしていただきます。

・自治体キャラバン参加者は、住民の代表として、自治体の「★重点要望事項」への回答を聴き取り

評価します。（改善がある場合には自治体に感謝・激励します。）
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・自治体キャラバン参加者は、「★重点要望事項への回答」「文書回答」を受け止めて、「★重点要望

事項の現状・実態」などについて説明し、自治体の担当者の理解を深めるようにします。

Ⅲ．キャラバンの進め方

・キャラバンの実施体制は、地域社保協と県社保協の共同行動とします。

・可能な限り、各地域で自治体キャラバンを成功させるための学習会・集会などを開催します。

・要望書について理解を深め、自治体との懇談の進め方など段取り・役割分担を決めます。

・行政区ごとに、キャラバンへの参加を呼びかけ、参加者を募ります。

Ⅳ．キャラバンの日程とコース （南加賀以外全て日程確定）

□日程案 10月 22日～ 10月 31日 南加賀：11月初旬～中旬で実施します。
以下の通りに自治体に申し入れます。その後、日程調整を実施確定します。

全コース 2018年 10月 1日現在

参加要請人数

担 当 民 県 年 医 新 石 健

日 曜 コ －ス 医 労 金 労 婦 商 康

連 連 者 連 人 連 友

能 22 月 内灘町 10:00～11:30 内灘社保協 3 5 5

登 津幡町 13:30～15:00 県社保協 2 1 1 1 0 １ 2

加 23 火

能 24 水 かほく市 10:00～11:30 県社保協 2 1 2 1 1 1

登 羽咋市 13:00～14:30 はくい社保協 4 6

能 志賀町 10:30～12:00 県社保協 １ 1 1 1 1 1 1
登 25 木 七尾市 13:30～15:00（ﾊﾟﾄﾘｱ3階） はくい社保協 1 5

穴水町 16:00～17:30 七尾社保協 2 2 10

能 26 金 輪島市 9:00～10:30 県社保協 1 1 2 1 1

登 能登町 13:30～15:00 （旧内浦） 輪島社保協 6 10

珠洲市 16:30～18:00

中 29 月 野々市市 10:00～11:30 白山社保協 5 5 3 5

央 白山市 13:30～15:00 県社保協 2 1 1 2 1 1 2

加 30 火 川北町 10:00～11:30 県社保協 4 1 1 2 1 1 2
能 宝達志水町 14:00～15:30（本庁）

能 02 金 中能登町 14:00～15:30（旧鹿西役場） 県社保協 １ 1 1 1 1
登 はくい社保協 2 5

加 02 金 加賀市 14:00～15:30（予定） 南加賀社保協 5 5 3 5

賀 県社保協 3

加 05 月 小松市 10:00～12:00 南加賀社保協 5 5 3 5

賀 県社保協 3

加 15 木 能美市 10:00 ～ 12:00 南加賀社保協 5 5 3 5

賀 県社保協 3

◆通常集合：勤労者医療協会会館4階会議室 8:30 又は、各自治体庁舎30分前
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2018年9月20日

市長・町長 殿

石川県社会保障推進協議会

代表委員 飯森 和彦

同 奥村 回

同 桶間 諭

同 橋本 明夫

同 松浦 健伸

住民のいのちと健康、福祉を守るために

社会保障施策の拡充を求める要望書

貴職におかれましてはますます御清栄のことと存じます。住民に開かれた行政のために労を惜しま

ぬ御尽力に心から敬意を表します。

さて東日本大震災発生から７年目の年、冬には豪雪、6 月 18 日朝に発生した大阪北部地震、7 月

初旬の西日本豪雨災害、猛暑、台風 21 号、北海道地震というように、地球環境の大きな変動の中で

未曾有の自然災害を体験しています。そうした中で 2018 年自治体キャラバンを実施します。今年の

キャラバンは今一度東日本大震災で学んだ「災害から国民の命と暮らしを守るためには、福祉充実、

防災を国・地方自治体の施策の第一にすべきである」ことの原点に立ち返って、「住民の暮らしとい

のちを守る自治体キャラバン」にしていきます。

私たちは、安心して暮らし続けられる地域づくりのためには、主人公である住民と住民の健康・生

命・暮らしに責任をもつ自治体とが協力・共同して、その地域の特性を生かしたサービス・制度をつ

くりあげることが重要であると考えています。その立場から、私たちは、住民が笑顔で安心して暮ら

せるようにしていくために、そして、住民のいのちと健康、くらしを守るために、以下の事項の実現

を要望するものです。

記

★「重点要望事項」（懇談はこの重点要望事項に絞って実施したい）

Ⅰ．子育て支援について

(1)「子どもの貧困対策推進法」および「子どもの貧困対策に対する大綱」を受け、ひとり親世帯等

に対する自立支援計画を策定し、自立支援(教育・高等教育職業訓練)給付金事業、日常生活支援

事業等を実施してください。

★ア）県に子どもの貧困実態調査（沖縄県や愛知県などが実施）を行うことを要望してください。

市町としても独自に子どもの貧困率（等価可処分所得の中央値の50%以下の所得で暮らす相対的貧

困の18歳未満の子どもの比率）を調査してください。（2017年能美市実施）

★イ)教育・学習支援への取り組みを行うとともに、児童・生徒の「居場所づくり」を自治体として実

施してください。またＮＰＯなどで取り組まれている、「無料塾」や「こども食堂」のとりくみを支

援してください。

★(2)石川県子どもの医療費助成制度について、①助成対象年齢を中卒まで拡大すること② 1000 円

の自己負担を廃止すること、③所得制限を廃止することを求める意見を上げてください。

(3)（志賀町・七尾市のみ）子どもの医療費助成制度について全国の９割以上の市町村は現物給付化

となっています。子どもの医療費助成制度について現物給付化を早急に実施してください。

(4)（金沢市・野々市市・津幡町のみ）子どもの医療費助成制度について対象年齢を 18歳年度末まで
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にできるだけ早く拡大をしてください。

★(3)小中学校の給食費を無料にしてください。当面、第二子以降の学校給食を無料にしてください。

(4)就学援助制度の改善

①就学援助の対象を生活保護基準額の少なくとも 1.4 倍以下の世帯までとしてください。2018 年 10

月からの生活保護基準引き下げにより現在の対象者が切り捨てとならないようにしてください。

②申請の受付は、学校だけでなく市町村の窓口でも受け付け、申請手続きに民生委員の証明が必要

な場合はなくしてください。また、年度途中でも申請できることを周知徹底してください。

★③就学援助制度については、実態調査を行い、実態に見合った金額にするとともに、入学準備金の

前倒し支給(2 月～ 3 月中)を実施してください。要保護世帯の入学準備金と同額にしてください。

★④就学援助給付の学校給食については学校給食費の全額を給付してください。同時に加賀市が実施

したように「現物給付化」してください。

(5)学校を窓口として、支援が必要な家庭の児童生徒を早期の段階で生活支援や福祉制度につなげて

いくことができるよう、スクールソーシャールワーカーの配置を拡大してください。

(6)児童生徒の感情や情緒面の支援を行っていくため、スクールカウンセラーの全校配置を実施して

ください。

(7)児童福祉法第24条1項に基づき、保育を希望する児童には公的保育による保育実施義務を果たし

てください。認定子ども園、保育所、地域型保育事業による小規模保育や家庭的保育等、施設形

態の違いによって受ける保育に格差がないようにしてください。

★(8)第二子以降の保育料無料化の所得制限を市町単独事業で撤廃し完全無料化してください

★(9)保育環境や保育士の配置基準等を拡充してください。保育士の処遇改善を直ちに実施してくだ

さい。市町単独事業で財政的な支援を行ってください（処遇改善助成金制度、福祉職職員住居費助成､住宅確保

助成、家賃補助制度など）。

(10)子育て世代支援と自治体の活性化のために「新婚家賃補助」「子育て世代家賃補助」「ひとり親

世帯」など多彩な家賃補助の制度化を図ってください。

Ⅱ．介護保険事業・予防事業・総合事業について

（1）介護保険料

①介護保険料について、低所得者に対する公費による軽減措置の実施を国に働きかけるとともに自治

体独自で第１～第３所得段階の保険料の軽減を実施してください。年収 153万円以下の人の介護保

険料を免除する独自減免制度を作ってください。

★②これ以上の介護保険料の引き上げをやめるために、国に調整交付金を介護保険とは別枠にして国

の負担を介護給付費の 25%に引き上げることを要望してください。

(2)介護利用料・補足給付について

①介護サービス利用者の負担を軽減するため、低所得者について無料となるよう、自治体独自の利用

料減免制度を創設・拡充をしてください。

②補足給付の見直しで介護保険施設の居住費・食費補助が対象外となった方であっても、支払い能力

がない方に対しては措置制度を活用して救済してください。

（3）介護保険利用の際の手続き

★①介護保険利用の相談があった場合、相談窓口に専門知識を持った職員を配置し、これまでと同様

に要介護認定申請の案内を行い、「基本チェックリスト」による振り分けを行わず、要介護認定申請

を受け付けた上で、地域包括支援センターへつなぐようにしてください。総合事業では、先に「基
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本チェックリスト」ありきではなく個々の状況に応じた対応をしてください。

②ケアマネジメントについては、現行の予防給付と同様に居宅介護支援事業所への委託を可能とし、

現行額以上の委託料を保障してください。

（4）基盤整備について

①特別養護老人ホームや小規模多機能施設等、福祉系サービスを増やしてください。

★②国に対して特養ホーム入所基準を元に戻すよう要望してください。当面、特養ホームに要介護１

・２の方が入所できる「特例入所」について、個々の事情に即して柔軟に対応してください。

(5)介護職員確保について

介護職員の確保をすすめるための施策の実施をしてください。

★①介護人材の不足を解消するために、国に対して介護報酬の抜本的な引き上げを要望してください。

また、国に対して国庫負担方式による処遇改善制度を要望してください。

★②介護職員を確保するために、適正な賃金・労働条件改善について、市町単独事業で財政的な支援

を行ってください（処遇改善助成金制度、介護職員住居費助成､住宅確保助成、家賃補助制度など）。

（6）総合事業について

★①総合事業の現行相当サービスが必要な人には継続した利用ができるようにしてください。サー

ビス利用者の「状態像」を一方的に押しつけたり、期間を区切った「卒業」はしないでください。

★②いわゆる「自立支援型地域ケア会議」など、介護サービスからの「卒業」を迫り、ケアマネジメ

ントに対する統制につながるような仕組みを作らないでください。

③一般財源を投入して、サービスの提供に必要な総合事業費を確保してください。

Ⅲ．高齢者医療・福祉の充実について

★(1)後期高齢者医療制度の保険料滞納者に対し、生活実態を無視した保険料の徴収や差押えなどは

しないでください。また保険証の取り上げ・資格証明書の発行をしないでください。短期保険証

は、発行しないでください。

★(2)東京都日の出町、石川県川北町のように、75 歳以上の高齢者医療費無料制度を実施してくだ

さい。当面、後期高齢者医療対象者のうち住民税非課税世帯の人の医療費負担を無料にしてくだ

さい。

(3)後期高齢者医療制度に加入しない 65 ～ 74 歳の障害がある人には障害者医療費助成制度を全額適

用してください。

(4)配食サービスは、最低毎日 1 回は実施し、事業所助成額を増やし、利用者の自己負担額を大幅に

引き下げてください。

(5)高齢者が地域でいきいきと生活するために、以下の施策を実施してください。

★①補聴器購入費助成制度を創設してください。

★②福島県相馬市のように、65 歳以上の住民税非課税世帯の人にも、生活保護利用者に準じてエア

コン購入費（買い換え費も）などの補助を行う仕組みを創設してください。

★③高齢者や障害ある人には、公共交通機関利用料を無料・低額にする仕組みを創設してください。

★④高齢者団体やサークルが健康予防活動、文化・趣味活動などを積極的に行うために、公的な集会

場や会議室などの利用料金を減免する仕組みをつくってください。

⑤宅老所・街角サロンなど高齢者のたまり場事業への助成（家賃・光熱費助成など）を実施・拡充し

てください。

⑥ひとり暮らし、高齢夫婦などへの安否確認や買い物、ゴミ出し（個別収集）、除雪など多様な生活

支援の施策を充実してください。
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⑦高齢者や障害ある人などの外出支援のため地域巡回バスや福祉バスなどを増車・増便してくださ

い。

★(7)政令指定都市国保・年金主管部課長会議は、国に対して「老齢基礎年金等の支給額等を改善さ

れたい」と要望しましたが、同じ内容を国に要望してください。

Ⅳ．障害者控除認定制度について

★(1)介護認定者・家族に①障害者控除認定制度とはどのような制度か、②障害者控除認定制度の認

定を受けると「所得 125万円（65歳以上の場合、年金収入 245万円まで）は住民税非課税となる」

こと「住民税非課税となると医療や介護の負担が軽減されるケースが多くなる」ことを知らせて

ください。

★(2)かほく市・宝達志水町・羽咋市・津端町・内灘町のように、貴自治体の基準に基づく「障害者

控除対象該当者」に申請があったものとみなして「障害者控除認定書」を送付してください。

★(3)上記が実施できない場合でも、貴自治体の基準に基づく「障害者控除対象該当者」全員に、「制

度のＱ＆Ａ」と「障害者控除対象者認定申請書」を送付してください。

Ⅴ．国民健康保険制度の改善について

１．保険料（税）について

★(1)保険料（税）の引き上げを行わず、減免制度を拡充し、払える保険料（税）に引き下げてく

ださい。そのために一般会計からの法定外繰入額を増やしてください。

★(2)18歳未満の子どもについては、子育て支援の観点から均等割の対象としないでください。当

面、一般会計による減免制度を実施してください。

★(4)国保料（税）の減免制度を拡充してください。具体的には、①障害世帯減免、②多人数世帯減

免、③一人親世帯減免、④寡婦世帯減免、⑤高齢世帯減免、⑥低所得世帯減免（前年所得が生活

保護基準額の1．3倍以下の世帯）等の減免制度を設けてください。

２．保険料（税）滞納者への対応について

★(1)資格証明書の発行をやめてください。とりわけ、18歳年度末までの子どものいる世帯、母子家

庭や障害ある人のいる世帯、病弱者のいる世帯には、絶対に発行しないでください。

(2)窓口で資格証明書が交付されている方が、医療を受ける必要が生じ、医療費の一時払い（10割負

担）は困難であると申し出があった場合、国からの通知や先般示された見解を踏まえて、生活状

況などを確認した上で、緊急的な対応として短期保険証を交付してください。

(3)滞納者に対し給付の制限（限度額認定・一部負担減免適用除外等）をしないでください。滞納が

あっても施行規則第1条「特別な事情」であることを申し出れば保険証を即時発行してください。

(4)保険料（税）を支払う意思があって分納している世帯には、正規の保険証を交付してください。

★(5)保険料（税）を払えきれない加入者の生活実態把握に努め、むやみに短期保険証の発行や差

押えなどの制裁行政は行わないでください。滞納者への差押えについては法令を遵守し、滞納処

分によって生活困窮に陥ることがないようにしてください。また、給与などの差押禁止額以上は

差押えないでください。

３．一部負担金の減免制度について

窓口負担が払えなくて必要な受診を減らしたり、受診を中断したりする人が増加しています。一

部負担減免制度の抜本的な拡充で、必要な受診が確保されるようにしてください。

★①現在の一部負担減免要綱とは別に、低所得のみを理由にした一部負担減免制度を創設してくださ

い。
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②手続き手順・必要書類など運用に必要な事務手続きを整備し「利用案内」を市内医療機関に送付す

ると共に、ケ－スワ－カ―、地域包括支援センタ－に周知してください。

③一部負担減免制度について行政や医療機関の窓口にわかりやすい案内ポスター、チラシを置くなど

周知してください。

④厚生労働省は 2010 年 9 月 13 日付け通知で、（44 条を適用するに当たっては）「保険料の滞納の有

無に関わらず、一部負担金減免を行っていただきたい」と表明していることから、保険料の滞納の

有無に関わらず、実施してください。

⑤公立病院で低額無料診療施設認定を進めてください。

４．国民健康保険運営協議会を全面公開とし、会議公開はもちろん資料提供、議事録作成などをし

た上でホームページでも公開してください。

Ⅵ．障害がある人の施策の充実について

★(1)障害者雇用率の実態をお聞かせください。障害者雇用の法定雇用率を厳守してください。

★(2)三障害平等という理念に反して、精神保健手帳所持者は心身障害者医療費助成制度の対象にな

っていません。自立支援医療で減免の仕組みがあるものの、精神の疾病だけが対象で不十分です。

精神保健手帳 1 級・2 級者を心身障害者医療費助成制度の対象にしてください。（全国の過半数以

上の市町が実施）

★(3)国民健康保険、健康保険、後期高齢者医療制度など医療保険の違いを超えて、65 歳以上の障

害がある人への心身障害者医療費助成制度は助成方法を、償還払いではなく、現物給付（64 歳以

下同様）に戻すために、県の補助要綱の改正を求める意見を上げてください。

★(4)通院精神医療費（自立支援医療制度）制度の患者自己負担を市町単独事業として助成してくださ

い。

(5)（珠洲市・能登町・羽咋市だけ）心身障害者医療費助成制度の市町単独助成分（65 歳未満）の

支給方法は『償還払い』となっていますが現物給付に改善してください。

Ⅶ．生活相談総合窓口の設置について

★(1)住民の様々深刻な問題に対し、滋賀県野洲市のように「課の枠を超えて関係課等が連携し、問

題を解決するための積極的な施策の推進及び生活再建の支援を図る」住民生活相談総合窓口の設

置を実施してください。

Ⅷ．健診事業・健康づくり事業の推進について

★(1)住民健診・特定健診の受診率を抜本的に引き上げてください。

★(2)ガン検診の受診率を大幅に引き上げてください。

★(3)特定健診は国基準だけでなく、さらに充実させてください。70 歳になると健診項目を減らす

ことは実施しないでください、費用は無料とするとともに住民が受診しやすいものとしてくださ

い。

(4)がん検診等の内容を充実させ特定健診と同時に受診できるようにし、費用は無料にしてください。

(5)歯周疾患検診については、年 1回無料で受けられるようにしてください。少なくとも 40・50・60

・70歳の検診は必ず実施してください。

Ⅸ．予防接種について

(1)流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）、ロタウィルスワクチン、子どもや障害者のインフルエンザワ

クチンの任意予防接種、定期接種から漏れた人に対する麻しん（はしか）に助成制度を設けてく

ださい。
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(2)高齢者用肺炎球菌ワクチン（定期接種）の一部負担を引き下げてください。2019年度以降も任

意予防接種事業を継続してください。また２回目の接種を任意予防接種事業の対象としてくださ

い。

Ⅹ．地域医療構想について （公的病院の存在する市町のみ）

今年、石川県地域医療構想を含めて石川県医療計画が確定して具体化されています。全国では公的

病院の統廃合が進められている状況です。地域医療体制、医師・看護師の確保等で心配や不安があ

りましたらお聞かせください。

ⅰ．防災対策について

★(1)災害から、住民のいのちと安全を守るために、避難準備・避難勧告時に要介護高齢者・障がい

ある人、認知症高齢者の皆さんの移動・移送体制、支援体制の確立、福祉避難所の十分な整備等

を実施してください。

ⅱ．生活保護について（市のみ）

(1)生活保護の相談・申請にあたっては、憲法第２５条および生活保護法第１条・第２条に基づい

て行い、「申請書を渡さない」「就労支援を口実にする」「親族の扶養について問いただす」など、

相談者・申請者を追い返すような違法な「水際作戦」を行わないでください。生活保護が必要な

人には早急に支給してください。

(2)ケースワーカーなど専門職を含む正規職員を増やしてください。また担当者の研修を充実させ、

就労支援や生活指導を個別に丁寧に行ってください。

(3)生活困窮者自立支援法に基づく「自立相談支援事業」は自治体直営で実施してください。また、

生活保護が必要な人には受給手続きを紹介するなど、就労支援に偏らず生存権保障を重視してくだ

さい。

★(4)夏季の冷房費相当の独自手当の新設を国に強く要望してください。

(5)埼玉県三郷市での裁判判決も踏まえ、申請権を保障すること。申請時に、違法な指導指示、実態

を無視した就労指導の強要はしないこと。就労支援の一環として自治体で仕事を確保してくださ

い。また、枚方市自動車裁判判決をふまえ、生活および仕事で自立のために必要な場合は保有を

認めることを「しおり」等に記載してください。

★(5)自治体で作成している生活保護の「しおり」は生活保護利用者の権利性を明記し制度をわかり

やすく説明したものにしてください。「しおり」と申請書はカウンターなどに常時配架してくださ

い。

★(6)国民健康保険証なみの医療証をつくるよう国に強く要望してください、当面、休日、夜間等の

福祉事務所の閉庁時や急病時に利用できる医療証を発行するようにしてください。

(7)資産申告書の提出は強要しないでください。生活保護利用者に対し、厚生労働省の資産申告書に

関する「通知」の趣旨を十分に説明してください。また、生活保護費のやり繰りによって生じた預

貯金等については、使用目的が生活保護の趣旨目的に反しない場合は保有を認め、その保有は、生

活保護利用者の生活基盤の回復に向け、柔軟に対応してください。
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石川県各市町における子どもの医療費助成制度一覧表

入院 通院

石 川 県 小学校就学前 3歳児 1,000円 ○（注1） 償還払い

1 金 沢 市 中学校卒業まで 中学校卒業まで
500/回、入院
1000円／月

なし 現物給付 2015年7月～

2 七 尾 市 中学校卒業まで
18歳年度末まで
（注4）

1,000円/月,就学前0 なし 償還払い

3 小 松 市 18歳年度末まで 18歳年度末まで なし なし 現物給付 2015年10月～

4 輪 島 市 18歳年度末まで(注3) 18歳年度末まで(注3) なし なし 現物給付 2014年11月～

5 珠 洲 市 18歳年度末まで 18歳年度末まで なし なし 現物給付 2015年10月～

6 加 賀 市 18歳年度末まで 18歳年度末まで なし なし 現物給付 2015年10月～

7 羽 咋 市 18歳年度末まで 18歳年度末まで なし なし 現物給付 2016年11月～

8 か ほ く 市 18歳年度末まで 18歳年度末まで なし なし 現物給付 2016年1月～

9 白 山 市 18歳年度末まで 18歳年度末まで なし なし 現物給付 2015年8月～

10 能 美 市 18歳年度末まで 18歳年度末まで なし なし 現物給付 2015年4月～

11 野 々 市 市 中学校卒業まで 中学校卒業まで 1,000円 なし 現物給付 2016年1月～（500円／回）

12 川 北 町 18歳年度末まで 18歳年度末まで なし なし 現物給付 2015年10月～

13 津 幡 町 中学校卒業まで 中学校卒業まで 1,000円 なし 現物給付 2016年1月～（500円／回）

14 内 灘 町 18歳年度末まで 18歳年度末まで 1,000円（注2） なし 現物給付 2016年1月～（500円／回）

15 志 賀 町 18歳年度末まで 18歳年度末まで なし なし 償還払い

16 宝達志水町 18歳年度末まで 18歳年度末まで なし なし 現物給付 2015年10月～

17 中 能 登 町 18歳年度末まで 18歳年度末まで なし なし 現物給付 2017年10月～（一部負担なし）

18 穴 水 町 18歳年度末まで 18歳年度末まで 1,000円 なし 現物給付 2016年10月～（一部負担なし）

19 能 登 町 18歳年度末まで 18歳年度末まで 1,000円/月 なし 現物給付 2016年10月～（一部負担なし）

（注1）石川県の所得制限は児童手当法施行令を準用

（注2）内灘町の自己負担は入院・通院ともに０歳児～小学校就学前なし、小学生以上18歳到達年度までは通院1回500円、限度額1000円。。

（注3）2016年10月から助成対象を18歳年度末まで拡充
（注4）2018年4月から助成対象を18歳年度末まで拡充

2018年9月1日現在

自己負担
所得制

限
助成方法自治体名

助成対象年齢
助成方改善年月等
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全国の子どもの医療費助成制度（通院）
2006年度～2016年度の推移

対象年齢 給付方法
2006年2月 2009年10月 2013年度 2016年度 2018年度予定

1 福島県 就学前 就学前 18歳まで 18歳まで ◎
2 東京都 就学前 中卒 中卒 中卒 ◎
3 群馬県 ２才 中卒 中卒 中卒 ◎
4 兵庫県 就学前 小3 中卒 中卒 ◎
5 静岡県 就学前 就学前 中卒 中卒 ◎
6 鳥取県 ４才 就学前 中卒 中卒 ◎
7 京都府 就学前 就学前 小卒 中卒 ◎
8 栃木県 就学前 小3 小卒 小卒 ◎
9 秋田県 就学前 就学前 小卒 小卒 ◎
10 三重県 ３才 就学前 小卒 小卒 ★◎
11 徳島県 ２才 ６才 小卒 小卒 ◎
12 茨城県 就学前 就学前 小３ 小卒 ◎
13 千葉県 ２才 就学前 小３ 小３ ◎
14 福井県 ２才 ２才 小３ 小３ ★◎
15 山形県 就学前 就学前 就学前 小３ ◎
16 山口県 就学前 就学前 就学前 就学前 ◎
17 長崎県 就学前 就学前 就学前 就学前 ◎
18 岩手県 就学前 就学前 就学前 就学前 ★◎
19 広島県 就学前 就学前 就学前 就学前 ◎
20 北海道 就学前 就学前 就学前 就学前 8割以上市町村現物給付

21 高知県 就学前 就学前 就学前 就学前 ◎
22 島根県 就学前 就学前 就学前 就学前 ◎
23 愛知県 ３才 就学前 就学前 就学前 ◎
24 滋賀県 ３才 就学前 就学前 就学前 ◎
25 青森県 ３才 就学前 就学前 就学前 ◎
26 長野県 ３才 就学前 就学前 就学前 ★◎
27 岐阜県 ２才 就学前 就学前 就学前 ◎
28 和歌山県 ２才 就学前 就学前 就学前 ◎
29 愛媛県 ２才 就学前 就学前 就学前 ◎
30 大分県 ２才 就学前 就学前 就学前 ◎
31 神奈川県 ２才 就学前 就学前 就学前 ◎
32 福岡県 ２才 就学前 就学前 就学前 ◎
33 宮崎県 ２才 就学前 就学前 就学前 ◎
34 奈良県 ２才 就学前 就学前 就学前 ★◎
35 岡山県 ２才 就学前 就学前 就学前 ◎
36 香川県 ５才 ５才 就学前 就学前 ◎
37 鹿児島県 ５才 ５才 就学前 就学前 ★◎
38 埼玉県 ４才 ４才 就学前 就学前 8割以上市町村現物給付

39 佐賀県 ２才 ２才 就学前 就学前 ◎
40 大阪府 ２才 ２才 ２才 就学前 ◎
41 山梨県 ４才 ４才 ４才 ４才 ◎
42 富山県 ３才 ３才 ３才 ３才 ◎
43 熊本県 ３才 ３才 ３才 ３才 8割以上市町村現物給付

44 沖縄県 ２才 ３才 ３才 ３才 ★◎
45 石川県 ３才 ３才 ３才 ３才 七尾市・志賀町以外現物給付

46 宮城県 ２才 ２才 ２才 ２才 ◎
47 新潟県 ２才 ２才 ２才 ２才 ◎

16 33 39
34% 70% 82%

◎現物給付（窓口無料化）都府県
★◎償還払い制から現物給付化に改善した（本年度に改善する）県

就学前以上自治体数

就学前以上自治体割合

⇒全国の市町村で未だに償還払いの自治体はほんのわずかになってきた

＊2008年4月より国の制度として就学前まで２割負担化
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うち
 金沢市

構成率

構成率

構成率

構成率

構成率

構成率

区分
対　　　応　　　件　　　数 前年度比

Ｈ28→Ｈ29H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H2４年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

全　国 40,639 42,664 44,211 56,384 59,919 66,701 73,802 88,931 103,286 122,575 133,778
（速報値）

＋11,203
件

＋9.1%

石川県 352 348 476 538 681 743 688 ＋21件
＋2.5%

165 149 226 251 304 317 329 410 429

737 728 846 867
＋19件
＋4.6%

区分 ３歳未満 ３歳～就学前 小学生 中学生 高校生・その他 計

384 342

Ｈ２９年度
188 219

302 99 59 867
407

構成率
21.7% 25.3%

34.8% 11.4% 6.8% 100%
47.0%

Ｈ２８年度
157 166

320 117 86 846
323

構成率
18.6% 19.6%

37.8% 13.8% 10.2% 100%
38.2%

867

区分 身体的虐待 ネグレクト 心理的虐待 性的虐待 計

Ｈ２８年度 274 179 380 13

Ｈ２９年度 257 185 416 9

1.5% 100%

29.7% 21.3% 48.0% 1.0% 100%

区分 市町等 家族 学校
近隣・知人

親戚 警察
福祉

施設等
医療
機関

その他 計

Ｈ２９年度 151 75 84 97 371 63 17 9 867
17.4% 8.6% 9.7% 11.2% 42.8% 7.3%

Ｈ２８年度 173 62 82 88 352
3.0%

2.0% 1.0% 100%

58
0.7% 100%

25 6 846
20.4% 7.3% 9.7% 10.4% 41.6% 6.9%

児童相談所における児童虐待相談対応件数について

１　児童虐待相談対応件数

２　相談対応件数の内訳

（１） 児童の年齢

（２） 虐待の内容

（４） 相談経路（児童相談所への第一通告者の内訳）

846
32.4% 21.2% 44.9%

（３） 主な虐待者

区分 実父 実父以外の父 実母 実母以外の母 その他 計

Ｈ２９年度 367 65 406 5 24 867
42.3% 7.5% 46.8% 0.6% 2.8% 100%

Ｈ２８年度 413 71 341 7 14 846
48.8% 8.4% 40.3% 0.8% 1.7% 100%
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就
学

援
助

受
給

児
童

数
の

推
移

＼
年
度

認
定

基
準

(変
更

し
て
い
る
自
治
体
も
あ
る
か
）

現
物
〇

市
町
村
名

児
童

生
徒

数
就

学
援

助
児

童
数

受
給
率

全
額

助
成

一
部

助
成

（
％

）
償
還
△

1
金
沢
市

3
4
,7

2
9

5
,9

0
4

1
7
.0

%
5
3
8
,5

6
5
,9

8
7

8
8
,2

0
3

生
活

保
護

基
準

（
～
H
2
5
.7
)の

1
.3
倍
等

○
△

七
尾
市

3
,6

6
7

3
7
4

1
0
.2

%
2
0
,8

2
4
,5

0
0

5
8
,8

2
6

生
活

保
護

基
準

（
～
H
2
5
.7
)の

1
.3
倍
等

8
0
～
8
5
%

△

3
小
松
市

9
,0

7
1

8
9
8

9
.9

%
7
8
,8

9
5
,3

5
9

9
3
,0

3
7

生
活

保
護

基
準

（
～
H
2
5
.7
)の

1
.3
倍
等

○
△

4
輪
島
市

1
,4

3
6

2
2
4

1
5
.6

%
2
0
,0

8
0
,2

7
2

9
0
,4

5
2

生
活

保
護

基
準

（
～
H
2
5
.7
)の

1
.3
倍
等

9
0
.0

%
△

5
珠
洲
市

6
9
4

4
3

6
.2

%
3
,8

1
9
,5

4
7

7
0
,7

3
2

生
活

保
護

基
準

（
～
H
2
5
.7
)の

1
.3
倍
等

9
5
.0

%
△

加
賀
市

4
,8

3
5

6
4
3

1
3
.3

%
5
6
,7

8
2
,5

4
6

8
4
,4

9
8

生
活

保
護

基
準

（
～
H
2
5
.7
)の

1
.3
倍
等

○
○

7
羽
咋
市

1
,7

5
4

1
2
1

6
.9

%
7
,9

2
6
,3

0
0

1
0
4
,2

9
3

生
活

保
護

基
準

（
～
H
2
5
.7
)の

1
.3
倍
等

〇
△

か
ほ
く
市

2
,8

6
4

2
9
5

1
0
.3

%
1
8
,8

8
8
,6

6
0

6
9
,4

4
4

生
活

保
護

基
準

（
～
H
2
5
.7
)の

1
.3
倍
等

6
7
.0

%
△

白
山
市

9
,9

2
8

1
,7

9
7

1
8
.1

%
1
4
2
,3

3
5
,6

7
3

8
1
,5

6
8

生
活

保
護

基
準

（
～
H
2
5
.7
)の

1
.3
倍
等

○
△

能
美
市

4
,8

3
3

3
1
9

6
.6

%
2
5
,8

2
6
,6

9
4

9
7
,0

9
3
児
童
扶
養
手
当

の
受
給
者
等

○
△

1
1

川
北
町

8
1
0

3
4

4
.2

%
2
,8

0
3
,0

8
2

8
0
,0

8
8
児
童
扶
養
手
当

の
受
給
者
等

○
〇

1
2

野
々
市
市

4
,6

3
2

5
2
8

1
1
.4

%
4
2
,2

1
7
,8

6
0

8
1
,9

7
6

生
活

保
護

基
準

（
～
H
2
5
.7
)の

1
.3
倍
等

○
△

1
3

津
幡
町

3
,4

3
6

2
6
8

7
.8

%
1
8
,3

6
3
,8

3
4

6
1
,4

1
8

生
活

保
護

基
準

（
～
H
2
5
.7
)の

1
.3
倍
等

6
0
.0

%
△

1
4

内
灘
町

2
,2

9
1

2
5
2

1
1
.0

%
1
8
,3

9
7
,0

7
0

6
0
,9

1
7

生
活

保
護

基
準

（
～
H
2
5
.7
)の

1
.3
倍
等

6
5
.3

%
△

志
賀
町

1
,2

4
1

1
0
8

8
.7

%
7
,9

3
9
,1

4
6

8
2
,6

9
9

生
活

保
護

基
準

（
～
H
2
5
.7
)の

1
.3
倍
等

○
△

宝
達

志
水

町
9
1
7

6
6

7
.2

%
4
,1

2
2
,2

5
5

6
3
,4

1
9

生
活

保
護

基
準

（
～
H
2
5
.7
)の

1
.3
倍
等

〇
〇

中
能
登
町

1
,4

4
6

8
1

5
.6

%
6
,0

5
0
,6

9
2

7
0
,3

5
7

生
活

保
護

基
準

（
～
H
2
5
.7
)の

1
.3
倍
等

○
〇

1
8

穴
水
町

4
4
4

2
0

4
.5

%
1
,2

7
9
,2

3
1

6
7
,3

2
8

同
一
世
帯
の
総
所
得
額
２
０
０
万
円
以
下
等

7
6
.0

%
△

能
登
町

8
9
9

1
1
6

1
2
.9

%
9
,3

6
2
,2

4
4

8
2
,8

5
2

生
活

保
護

基
準

（
～
H
2
5
.7
)の

1
.3
倍
等

9
5
.0

%
△

8
9
,9

2
6

1
2
,0

9
1

1
3
.4

%
1
,0

2
4
,4

8
0
,9

5
2

8
2
,6

3
9

1
1

8
4

合
　

　
　

　
計

1
0

1
5

1
9

学
校
給
食
助
成

68

総
支
給
額

2

一
人
当
支
給
額

91
6

1
7

2
0
1
7
年
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保
険

者
名

金
沢

市
小

松
市

七
尾

市
加

賀
市

輪
島
市

珠
洲
市

羽
咋
市

白
山
市

能
美
市

川
北
町

野
々

市
市

津
幡
町

か
ほ

く
市

内
灘
町

志
賀

町
宝

達
志

水
町

中
能

登
町

能
登

町
穴

水
町

自
治

体
数

学
用

品
費

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
1
9

体
育

実
技

用
具

費
○

○
○

○
○

○
○

7
入

学
準

備
金

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

〇
○

〇
○

1
6

通
学

用
品

費
○

○
〇

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

1
5

通
学

費
○

○
○

*
1

〇
5

修
学

旅
行

費
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

1
9

ク
ラ

ブ
活

動
費

生
徒

会
費

Ｐ
Ｔ

Ａ
会

費
給

食
費

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
1
9

校
外

活
動

費
(宿

泊
を

伴
わ

な
い

も
の

)
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
1
6

校
外

活
動

費
(宿

泊
を

伴
う

も
の

)
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
1
2

医
療

費
○

○
○

○
〇

○
○

○
○

○
1
0

日
本

ス
ポ

ー
ツ

振
興

セ
ン

タ
ー

掛
け

金
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

〇
○

1
3

め
が

ね
・
コ

ン
タ

ク
ト

レ
ン

ズ
卒

業
記

念
品

入
学

準
備

金
支

給
〇

○
○

○
〇

×
○

○
〇

検
討

中
〇

○
○

〇
検

討
中

検
討

中
〇

〇
〇

1
5

 　
　

　
生

保
基

準
と

同
額

か
 

〇
〇

検
討

中
〇

〇
〇

×
×

〇
○

〇
未

定
〇

検
討

中
〇

検
討

中
1
0

就
学
援
助
自
治

体
別

給
付

項
目
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県
内
自
治
体
介
護
保
険
料
等

資
料

第
1
期

第
2
期

第
3
期

第
4
期

第
5
期

第
6
期

第
7
期

1
金

沢
市

4
6
6
,0
3
1

1
1
8
,4

3
8

 
2
5
.4
%

1
1
7
,2

8
4

 
2
1
,2

8
0

 
1
8
.1
%

3
,1
5
0

3
,9
3
0

4
,7
5
0

4
,7
5
0

5
,6
8
0

6
,2
8
0

6
,5
9
0

1
3

1
0
4
.9
%

3
1
0

2
0
9
.2
%

2
七

尾
市

5
3
,8
4
1

1
9
,2

5
8

 
3
5
.8
%

1
9
,1

0
1

 
3
,3

9
8

 
1
7
.8
%

2
,7
3
0

3
,7
0
0

4
,4
5
0

5
,1
0
0

5
,7
9
0

6
,1
0
0

6
,4
0
0

9
1
0
4
.9
%

3
0
0

2
3
4
.4
%

3
小

松
市

1
0
6
,8
8
9

2
9
,6

9
1

 
2
7
.8
%

3
0
,1

8
0

 
5
,3

1
3

 
1
7
.6
%

2
,8
0
0

4
,1
0
0

4
,8
0
0

4
,8
5
0

5
,7
5
0

6
,1
0
0

6
,3
0
0

1
3

1
0
3
.3
%

2
0
0

2
2
5
.0
%

4
輪

島
市

2
6
,1
3
0

1
1
,6

0
3

 
4
4
.4
%

1
1
,8

9
7

 
2
,1

7
6

 
1
8
.3
%

2
,9
7
5

2
,9
7
5

3
,7
0
0

3
,8
0
0

4
,9
8
0

5
,6
4
0

5
,9
2
0

9
1
0
5
.0
%

2
8
0

1
9
9
.0
%

5
珠

洲
市

1
3
,8
7
2

6
,7

9
9

 
4
9
.0
%

7
,0

5
1

 
1
,2

0
9

 
1
7
.2
%

2
,6
0
0

3
,8
0
0

4
,9
0
0

4
,9
0
0

4
,9
0
0

6
,0
0
0

6
,4
0
0

9
1
0
6
.7
%

4
0
0

2
4
6
.2
%

6
加

賀
市

6
5
,7
5
1

2
2
,6

6
3

 
3
4
.5
%

2
2
,6

7
1

 
3
,5

3
2

 
1
5
.6
%

3
,2
5
0

3
,7
5
0

4
,5
0
0

4
,5
0
0

5
,5
5
0

5
,9
0
0

6
,3
0
0

1
2

1
0
6
.8
%

4
0
0

1
9
3
.8
%

7
羽

咋
市

2
1
,2
1
0

8
,0

6
8

 
3
8
.0
%

8
,3

0
5

 
1
,4

9
8

 
1
8
.0
%

2
,8
0
0

3
,1
0
0

4
,2
0
0

4
,2
5
0

5
,2
0
0

5
,7
0
0

5
,9
0
0

9
1
0
3
.5
%

2
0
0

2
1
0
.7
%

8
か
ほ
く
市

3
4
,3
9
0

1
0
,1

9
7

 
2
9
.7
%

1
0
,1

3
4

 
1
,6

5
5

 
1
6
.3
%

3
,1
0
0

3
,3
0
0

4
,5
0
0

4
,5
0
0

5
,2
0
0

5
,8
0
0

5
,9
0
0

1
1

1
0
1
.7
%

1
0
0

1
9
0
.3
%

9
白

山
市

1
0
9
,9
0
4

2
9
,3

0
7

 
2
6
.7
%

3
0
,3

1
7

 
5
,0

8
0

 
1
6
.8
%

2
,6
0
5

4
,0
4
0

3
,9
8
0

4
,6
6
0

5
,7
4
0

6
,2
2
0

6
,2
2
0

1
2

1
0
0
.0
%

0
2
3
8
.8
%

1
0

能
美

市
4
9
,0
9
2

1
2
,3

7
5

 
2
5
.2
%

1
2
,5

9
1

 
2
,0

0
1

 
1
5
.9
%

2
,7
0
0

3
,6
0
0

4
,5
0
0

4
,8
5
0

5
,7
5
0

6
,0
0
0

6
,6
0
0

1
4

1
1
0
.0
%

6
0
0

2
4
4
.4
%

1
1

野
々
市
市

5
5
,5
1
7

1
0
,4

6
4

 
1
8
.8
%

1
0
,0

1
0

 
1
,3

7
7

 
1
3
.8
%

2
,9
6
0

3
,5
6
0

4
,3
0
0

4
,3
0
0

5
,6
0
0

6
,1
0
0

6
,1
0
0

1
0

1
0
0
.0
%

0
2
0
6
.1
%

1
2

川
北

町
6
,3
3
2

1
,3

6
9

 
2
1
.6
%

1
,3

6
7

 
2
4
5

 
1
7
.9
%

2
,0
0
0

2
,0
0
0

2
,5
0
0

3
,0
0
0

4
,0
0
0

5
,0
0
0

5
,8
0
0

9
1
1
6
.0
%

8
0
0

2
9
0
.0
%

1
3

津
幡

町
3
6
,9
5
7

8
,5

2
5

 
2
3
.1
%

8
,7

9
8

 
1
,2

9
7

 
1
4
.7
%

2
,9
0
0

3
,8
0
0

4
,9
5
0

4
,6
0
0

5
,5
5
0

5
,7
0
0

5
,7
0
0

1
2

1
0
0
.0
%

0
1
9
6
.6
%

1
4

内
灘

町
2
6
,9
0
1

6
,7

3
0

 
2
5
.0
%

6
,8

9
5

 
9
8
3
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＜平成２７年＞

国民年金・厚生年金保険「老齢年金」受給月額別人数 表２

年 金 月 額 人数（千） 割合
割合

（再掲➀）
割合

（再掲②）

５万円未満 3,929 16.9%

５～１０万円未満 7,502 32.3%

１０万～１３万円未満 2,960 12.7% 12.7%

１３万～２０万円未満 5,890 25.4% 25.4% 25.4%

２０万～２５万円未満 2,510 10.8% 10.8%

２５万～ 426 1.8% 1.8%

合計人数 23,217

　資料出所）厚生労働省年金局「平成２７年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」より作成

年 金 月 額 人数（千） 割合
割合

（再掲➀）
割合

（再掲②）
５万円未満 3,219 29.6%

５万～１０万円未満 5,187 47.8%
１０万～１３万円未満 1,550 14.3% 14.3%
１３万～２０万円未満 830 7.6% 7.6%

２０万～ 75.4 0.7% 0.7%
合計人数 10,861 100%

出典（厚生労働省年金局「平成２７年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」より作成）

女性老齢年金受給額の分布　　表3

77.4%
91.70%

49.2%
62.0%

12.6%

29%

48%

14%
8%

女性老齢年金額分布

５万円未満 ５万～１０万円未満 １０万～１３万円未満

１３万～２０万円未満 ２０万～
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国民年金に関する要望書

平成 28年 8月

政令指定都市国保・年金主管部課長会議

札幌市・仙台市・さいたま市・千葉市・川崎市・横浜市・相模原市・新潟市・静岡市・浜松市・名古

屋市・京都市・大阪市・堺市・神戸市・岡山市広島市・北九州市・福岡市・熊本市

記

○老齢基礎年金等の支給額等を改善されたい。

老齢基礎年金及び障害基礎年金の支給額は、高齢者や障害者の生活を保障するには十分な額とはい

えない。また、これまでにも保険料の納付要件の見直し等を行い、年金受給要件を確保しているとこ

ろであるが、生活保障には不十分である。

加えて、平成 27 年度からはマクロ経済スライドが適用され、公的年金制度の維持を目的とした給

付調整が行われるため、低所得の高齢者等への影響は非常に大きいものと思われる。

国においては、低所得の高齢者等への配慮として、「臨時福祉給付金」を支給し、消費税の再引き

上げ時には「年金生活者支援給付金」の支給を予定しているが、このような効果が限定される「給付

金」の支給ではなく、生活保護受給者の約 5 割が高齢者という実態もあることから、生活保護担当部

門と連携し、負担とのバランスを図りつつも公的年金制度そのものが高齢者や障害者の生活を安心し

て支えるものとなるよう、老齢基礎年金等の支給額を改善されるよう要望する。

また、年金受給者となってからも現役時代の生活習慣をそのまま継続しやすいよう年金の支払期月

を隔月から毎月へ変更されるよう併せて要望する。
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5

3
6
5

3
6
5

2
9
6

1
5
3

１
日

当
平

均
数

5
4
.
5

8
2
.
0

2
5
.
0

8
3
.
9

9
4
.
0

2
.
3

月
平

均
利

用
者

実
数

7
6
.
2

6
7
.
0

3
1
.
0

9
7
.
0

1
0
0
.
0

2
.
0

１
食

あ
た

り
の

助
成

額
2
0
0
円

　
3
0
0
円

6
0
0
円

2
5
0
円

、
4
5
0

円
 
 
2
5
0
円

3
5
0
円

⇒
4
0
0
円

１
食

あ
た

り
の

利
用

者
負

担
額

実
費

－
2
0
0

円
業

者
に

よ
っ

て
異

な
る

1
0
0
円

2
0
0
円

、
2
5
0

円
、

4
0
0

円
、

4
5
0
円

4
0
0
円

3
5
0
円

～
４

0
0
円

⇒
4
5
0

円

会食方式
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国
民
健
康
保
険
税
の
比
較

モ
デ
ル

例
：
夫
婦

（
共

に
4
0
歳

以
上

）
、
子

ど
も
2
人

の
4
人
世
帯
　
個
人
事
業
者
（
夫
の
所
得
2
0
0
万
円
、
固
定
資
産
税

5
万
円
）
の
場

合
(会

社
員
年
収
3
1
1
万
円
世
帯
)

2
0
1
8
年

2
0
1
7
年

所
得

割
資

産
割

均
等

割
平

等
割

所
得
割

資
産
割

均
等
割

平
等
割

所
得
割

資
産
割

均
等
割

平
等
割

総
合
計

総
合
計

1
金

沢
市

8
.
4
7

-
2
4
,
0
0
0

2
2
,
2
0
0

2
.
4
4

‐
9
,
8
4
0

6
,
9
6
0

2
.
1
3

‐
1
1
,
1
6
0

5
,
0
4
0

4
0
9
,6
4
8

4
3
1
,5
3
4

-
2
1
,8
8
6

2
小

松
市

6
.
8
0

-
3
0
,
2
0
0

2
9
,
4
0
0

2
.
0
0

‐
9
,
3
0
0

8
,
8
0
0

1
.
8
0

‐
9
,
2
0
0

6
,
8
0
0

3
9
8
,4
2
0

3
9
8
,4
2
0

0
3

七
尾

市
6
.
8
0

-
2
7
,
0
0
0

1
9
,
0
0
0

2
.
2
0

‐
8
,
9
0
0

6
,
3
0
0

1
.
8
0

‐
9
,
5
0
0

4
,
3
0
0

3
7
2
,5
6
0

4
4
2
,6
2
0

-
7
0
,0
6
0

4
加

賀
市

7
.
3
6

-
2
7
,
6
0
0

2
0
,
8
0
0

2
.
2
0

‐
8
,
9
0
0

6
,
2
0
0

1
.
8
8

‐
9
,
7
0
0

4
,
4
0
0

3
8
7
,8
4
8

4
3
1
,6
1
0

-
4
3
,7
6
2

5
輪

島
市

6
.
2
7

2
5
,
3
0
0

1
7
,
7
4
0

2
.
2
6

‐
9
,
1
5
0

6
,
4
2
0

1
.
9
7

‐
1
0
,
2
3
0

4
,
6
5
0

3
6
2
,4
2
0

4
0
6
,8
0
0

-
4
4
,3
8
0

6
珠

洲
市

5
.
0
0

-
2
5
,
5
0
0

1
7
,
9
0
0

2
.
2
0

‐
9
,
0
0
0

6
,
3
0
0

1
.
9
0

‐
1
0
,
0
0
0

4
,
5
0
0

3
3
8
,6
7
0

3
1
6
,6
8
0

2
1
,9
9
0

7
羽

咋
市

5
.
0
0

2
8
.
0
0

2
3
,
0
0
0

2
4
,
0
0
0

1
.
8
0

4
.
0
0

1
0
,
0
0
0

8
,
0
0
0

1
.
8
0

‐
1
6
,
0
0
0

‐
3
5
5
,6
2
0

3
2
5
,7
7
5

2
9
,8
4
5

8
白

山
市

6
.
9
0

-
3
0
,
0
0
0

3
4
,
2
0
0

1
.
4
0

‐
6
,
0
0
0

5
,
4
0
0

1
.
5
0

‐
8
,
0
0
0

7
,
0
0
0

3
7
0
,2
6
0

3
8
2
,2
6
0

-
1
2
,0
0
0

9
能

美
市

6
.
9
0

1
4
.
6
0

2
6
,
6
0
0

2
5
,
1
0
0

2
.
2
5

‐
9
,
3
0
0

5
,
9
0
0

1
.
8
0

‐
1
1
,
5
0
0

5
,
1
0
0

3
9
2
,8
6
5

3
9
4
,9
4
0

-
2
,0
7
5

1
0

川
北

町
4
.
9
0

1
5
.
0
0

2
1
,
0
0
0

2
0
,
0
0
0

1
.
4
0

‐
8
,
0
0
0

6
,
0
0
0

1
.
3
0

‐
7
,
0
0
0

4
,
0
0
0

2
9
4
,4
2
0

2
8
5
,7
3
0

8
,6
9
0

1
1

野
々

市
市

6
.
8
0

1
6
.
0
0

2
7
,
0
0
0

2
7
,
5
0
0

2
.
3
0

3
.
2
0

9
,
2
0
0

7
,
3
0
0

1
.
9
0

4
.
2
0

1
4
,
8
0
0

6
,
8
0
0

4
1
1
,4
0
0

4
1
7
,9
0
0

-
6
,5
0
0

1
2

津
幡

町
7
.
0
0

1
0
.
0
0

2
5
,
0
0
0

3
4
,
0
0
0

2
.
4
0

‐
1
2
,
5
0
0

‐
1
.
5
0

‐
1
7
,
0
0
0

‐
4
0
5
,0
3
0

4
0
5
,0
3
0

0
1
3

か
ほ

く
市

6
.
2
0

-
2
7
,
0
0
0

1
9
,
0
0
0

2
.
0
0

‐
8
,
9
0
0

6
,
3
0
0

2
.
1
0

‐
1
0
,
0
0
0

4
,
6
0
0

3
6
5
,5
1
0

3
4
3
,7
1
0

2
1
,8
0
0

1
4

内
灘

町
7
.
9
0

-
3
0
,
0
0
0

2
4
,
0
0
0

2
.
4
0

‐
1
0
,
8
0
0

7
,
2
0
0

1
.
7
0

‐
8
,
4
0
0

6
,
6
0
0

4
1
8
,2
0
0

4
3
4
,1
5
0

-
1
5
,9
5
0

1
5

志
賀

町
6
.
7
0

-
2
7
,
0
0
0

1
9
,
0
0
0

2
.
4
0

‐
9
,
6
0
0

6
,
7
0
0

1
.
7
0

‐
9
,
0
0
0

4
,
1
0
0

3
7
4
,5
6
0

3
5
3
,6
8
0

2
0
,8
8
0

1
6

宝
達

志
水

町
7
.
0
0

-
2
2
,
0
0
0

2
0
,
5
0
0

1
.
8
5

‐
7
,
5
0
0

5
,
5
0
0

1
.
5
0

‐
1
0
,
6
0
0

‐
3
3
8
,0
4
5

3
8
9
,0
0
0

-
5
0
,9
5
5

1
7

中
能

登
町

6
.
5
0

-
2
6
,
3
0
0

1
8
,
4
0
0

2
.
2
0

‐
9
,
2
0
0

6
,
4
0
0

1
.
7
0

‐
8
,
9
0
0

4
,
0
0
0

3
6
2
,2
8
0

3
9
3
,3
8
0

-
3
1
,1
0
0

1
8

能
登

町
7
.
2
0

-
3
0
,
0
0
0

2
5
,
0
0
0

2
.
4
0

‐
1
0
,
0
0
0

9
,
0
0
0

2
.
0
0

‐
1
2
,
0
0
0

7
,
0
0
0

4
1
8
,7
2
0

3
7
3
,7
2
0

4
5
,0
0
0

1
9

穴
水

町
7
.
2
0

3
0
.
0
0

2
5
,
2
0
0

2
6
,
4
0
0

1
.
8
0

7
.
6
0

7
,
2
0
0

5
,
4
0
0

1
.
6
0

‐
8
,
1
0
0

4
,
5
0
0

3
7
7
,9
2
0

3
7
7
,9
2
0

0

1
8
年

1
7
年

1
6
年

1
5
年

医
療

支
援

介
護

計
順
位

順
位

順
位

順
位

1
金

沢
市

5
4

1
9

1
6

8
9

4
4

4
2

2
小

松
市

5
4

1
9

1
6

8
9

6
8

7
7

3
七

尾
市

5
4

1
9

1
6

8
9

1
1

1
1

1
4

加
賀

市
5
2

1
7

1
6

8
5

8
3

3
3

5
輪

島
市

5
8

1
9

1
6

9
3

1
4

6
1
1

1
3

6
珠

洲
市

5
1

1
4

1
2

7
7

1
7

1
8

1
8

1
8

7
羽

咋
市

5
8

1
9

1
6

9
3

1
6

1
7

1
7

1
7

8
白

山
市

5
8

1
9

1
6

9
3

1
2

1
2

1
2

1
1

9
能

美
市

5
8

1
9

1
6

9
3

7
9

8
8

1
0

川
北

町
5
8

1
9

1
6

9
3

1
9

1
9

1
9

1
9

1
1

野
々

市
市

5
4

1
9

1
6

8
9

3
5

5
4

1
2

津
幡

町
5
8

1
9

1
6

9
3

5
7

6
6

1
3

か
ほ

く
市

5
8

1
9

1
6

9
3

1
3

1
6

1
6

1
5

1
4

内
灘

町
5
8

1
9

1
6

9
3

2
7

2
5

1
5

志
賀

町
5
4

1
9

1
6

8
9

1
0

1
5

1
5

1
4

1
6

宝
達

志
水

町
5
8

1
9

1
6

9
3

1
8

1
1

1
0

1
0

1
7

中
能

登
町

5
8

1
9

1
6

9
3

1
5

1
0

9
9

1
8

能
登

町
5
8

1
9

1
6

9
3

1
1
4

1
4

1
2

1
9

穴
水

町
5
8

1
9

1
6

9
3

9
1
3

1
3

1
6

限
度

額

差
し
引
き

市
町

村
名

総
計

市
町

村
名

支
援
分
保
険
料
率

介
護
分
保
険
料
率

医
療

分
保

険
料

率
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加
入
世
帯

数
滞
納
世
帯

数
％

滞
納
金
額

（
千
円
）

資
格
証
明

書
　
6
月
1

日

短
期
保
険

証
6
月
1
日

７
割

5
割

２
割

合
計

減
免
世
帯

／
加
入
世

帯
一
ヶ
月

三
ヶ
月

六
ヶ
月

加
入
世
帯

滞
納
世
帯

滞
納
金
額

（
千
円
）

資
格
証
明

書
短
期
保
険

証

1
金
沢
市

5
9
,
4
0
5

1
0
,
2
0
6

1
7
.
2
%
1
,
9
0
5
,
9
7
9

8
9
8

2
,
5
6
3

1
6
,
7
0
1

7
,
7
8
7

6
,
3
5
3

3
0
,
8
4
1

5
1
.
9
%

2
,
4
0
7

-
1
,
7
1
7

-
7
2
4
-
1
1
3
,
1
0
5

-
1
3
7

-
1
2
1

2
小
松
市

1
3
,
1
5
3

2
,
2
9
2

1
7
.
4
%

6
9
1
,
8
8
0

1
6

5
0
2

3
,
1
9
4

2
,
0
2
1

1
,
7
2
4

6
,
9
3
9

5
2
.
8
%

2
0

7
5
9

-
4
2
2

-
8
6

-
7
6
,
8
1
0

-
1
0

-
4
2
2

3
七
尾
市

7
,
7
5
1

4
9
7

6
.
4
%

3
5
4
,
8
6
0

4
6

3
1
6

2
,
3
1
5

1
,
3
5
6

9
4
8

4
,
6
1
9

5
9
.
6
%

9
6
9

3
-
2
6
0

-
1
5
4

-
1
2
,
6
4
9

1
2

-
2
1
4

4
加
賀
市

9
,
9
6
9

1
,
4
4
6

1
4
.
5
%
1
,
1
3
8
,
2
5
8

0
7
1
3

2
,
9
2
2

1
,
5
2
2

1
,
2
1
7

5
,
6
6
1

5
6
.
8
%

3
3
8

6
1
7

-
3
3
6

1
1
2

-
8
6
,
7
4
6

-
3

-
3
3

5
輪
島
市

4
,
8
5
1

5
8
0

1
2
.
0
%

2
9
7
,
6
2
3

0
2
9
5

1
,
6
1
8

8
4
9

6
6
7

3
,
1
3
4

6
4
.
6
%

6
0
8

-
1
5
6

9
5

-
9
,
6
0
6

0
-
6
5

6
珠
洲
市

2
,
5
1
3

1
2
2

4
.
9
%

2
8
,
5
7
0

0
3
4

7
3
5

4
2
1

3
2
2

1
,
4
7
8

5
8
.
8
%

1
5
8

0
-
8
4

8
1
,
9
7
0

0
6

7
羽
咋
市

3
,
1
8
7

2
4
9

7
.
8
%

4
1
,
1
5
2

2
7
6

9
3
4

5
9
9

4
1
9

1
,
9
5
2

6
1
.
2
%

8
2
6

3
9

-
1
0
4

-
6

-
6
,
2
1
0

-
4

-
2
3

8
白
山
市

1
3
,
7
1
5

1
,
3
3
4

9
.
7
%

4
8
3
,
5
0
1

3
4

5
7
1

3
,
2
6
1

2
,
2
6
6

1
,
8
4
7

7
,
3
7
4

5
3
.
8
%

8
6
1

-
2
1
1

-
1
8
4

-
9
8
,
4
5
7

1
0

-
3
4
1

9
能
美
市

6
,
0
4
0

8
6
2

1
4
.
3
%

2
2
0
,
8
6
4

0
1
4
1

1
,
6
3
3

9
2
5

7
9
7

3
,
3
5
5

5
5
.
5
%

1
3

3
9

1
1
0

-
1
6
6

-
1
1
6

-
3
9
,
9
2
9

-
1

-
2
1

1
0

川
北
町

5
9
5

3
1

5
.
2
%

6
,
5
1
3

0
0

1
0
7

9
7

7
5

2
7
9

4
6
.
9
%

0
0

0
-
1
6

5
-
5

0
0

1
1
野
々
市
町

5
,
7
7
9

6
5
0

1
1
.
2
%

2
9
1
,
2
3
1

4
1

1
0
0

1
,
3
6
9

7
6
8

6
0
6

2
,
7
4
3

4
7
.
5
%

0
0

1
7
4

-
1
1
8

-
1
7
5

-
8
,
8
1
7

4
-
8
4

1
2

津
幡
町

4
,
0
5
6

3
2
1

7
.
9
%

1
9
4
,
7
1
7

0
9
4

1
,
0
6
7

7
0
5

5
2
7

2
,
2
9
9

5
6
.
7
%

9
9

7
7

-
1
0
8

2
6

-
2
7
,
4
2
9

0
-
1
4
7

1
3

か
ほ
く
市

4
,
0
9
8

4
8
8

1
1
.
9
%

1
3
9
,
9
4
8

0
1
8
9

1
,
0
3
1

7
0
0

5
1
0

2
,
2
4
1

5
4
.
7
%

1
2
0

5
0

-
4
6

6
8

-
2
5
,
3
8
7

0
-
3
0

1
4

内
灘
町

3
,
2
4
6

3
9
4

1
2
.
1
%

1
2
3
,
7
2
4

1
8

9
5

8
6
7

5
4
9

4
3
9

1
,
8
5
5

5
7
.
1
%

1
3

1
9

1
7
5

-
1
1
3

-
3
5

-
1
6
,
0
7
1

-
4

-
1
2
6

1
5

志
賀
町

3
,
1
8
0

3
6
3

1
1
.
4
%

1
4
3
,
4
3
5

0
1
4
3

8
9
8

5
9
5

5
1
9

2
,
0
1
2

6
3
.
3
%

1
5
7

6
0

-
8
3

4
1

-
8
,
7
4
0

0
-
3
3

1
5

宝
達
志
水
町

1
,
7
7
6

6
2

3
.
5
%

5
1
,
7
0
3

0
4
9

4
7
6

3
2
9

2
4
5

1
,
0
5
0

5
9
.
1
%

2
9
7

1
9

-
1
3
4

-
9
5

-
6
,
4
4
9

0
-
5
9

1
6
中
能
登
町

2
,
4
1
3

1
6
7

6
.
9
%

6
6
,
3
9
9

6
3
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※
県
医
療
対
策
課
提
供
資
料

資
格
書
＋

短
期
証

（
Ａ
）

Ａ
／
滞
納

世
帯
（
割

合
）

合
計

医
療
分

支
援
分

合
計

医
療
分

支
援
分

子
ど
も
が

い
る
世
帯

数

子
ど
も
総

数
均
等
割
廃

止
必
要
額

2
0
1
7
年
支

援
金
額

被
保
険
者

総
数

一
人
当
た

り
引

き
下

げ
可
能
額

1
金
沢
市

3
,4
6
1

3
3
.9
%

1
4
8
,9
6
1
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1
2
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0
7

3
6
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5
4
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7
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7
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3
,1
8
2
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3
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5

2
,4
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3
,0
3
2
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6
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4
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0
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7
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7
9
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4
,8
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8
,0
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8

8
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9
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7
3
,8
2
0

9
1
,
3
2
4

9
,
5
2
2

1
7
2
,4
8
2
,0
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0

1
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8
9

2
小
松
市

5
1
8

2
2
.6
%

1
5
3
,4
9
6

1
1
7
,7
8
0

3
5
,7
1
6

9
7
,3
0
6

7
4
,6
6
5

2
2
,6
4
1

9
9
4
,7
8
7
,7
5
3

4
7
,7
4
8

0
9
2
7

1
,
4
8
8

5
8
,0
0
0
,0
0
0

1
8
4
,2
9
6
,2
7
9

2
0
,
8
3
4

8
,
8
4
6
4
5
,6
1
0
,0
0
0

2
,1
8
9

3
七
尾
市

3
6
2

7
2
.8
%

1
1
7
,9
6
0

8
8
,8
5
4

2
9
,1
0
6

7
5
,9
9
4

5
7
,2
4
3

1
8
,7
5
1

7
6
6
,5
7
2
,2
8
7

6
4
,1
7
5

0
4
2
6

7
4
8

2
6
,8
5
3
,2
0
0

1
2
1
,6
5
5
,9
3
9

1
1
,
9
4
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1
0
,
1
8
5
2
4
,4
4
8
,0
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4
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加
賀
市
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3
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%
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1
,4
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6
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0
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9
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1
5
,
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1
2
0
3
5
,0
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3
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9
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納
処
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民
健
康
保
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2
0
1
8
年
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月
1
日
※

法
定
減
免

短
期
証
の
内
訳

一
世
帯
当
た
り
保
険
料

一
人
当
た
り
保
険
料

基
金
残
高

基
金
残
高
一

人
あ
た
り

一
般
会
計
か
ら

繰
入
（
2
0
1
7

年
）

子
ど
も
均
等
割

Ｍ
Ａ
Ｘ

Ｍ
ＩＮ

総
計

平
均
値

市
町
村
名

総
計

平
均
値

Ｍ
Ａ
Ｘ

Ｍ
ＩＮ

市
町
村
名

国
民

健
康

保
険

の
現

状
2
0
1
8
年

度

2
0
1
8
年
保

険
者
努
力

支
援
金

一
人
当
た
り

国
民
健
康
保
険
保
険
者
支
援
金

前
年
比
較
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1
級

2
級

3
級

4
級

Ａ
Ｂ

Ⅰ
入

院
Ｂ

Ⅰ
通

院
B

Ⅱ
入

院
B

Ⅱ
通

院
6
5
歳

未
満

6
5
歳

以
上

石
川

県
○

○
○

○
現

物
給

付
償

還
払

い
後

期
高

齢
者

医
療

制
度

に
加

入
し

な
い

6
5
歳

～
7
4
歳

の
受

給
者

に
は

総
医

療
費

の
1
割

助
成

。

老
齢

福
祉

年
金

の
所

得
制

限
に

準
拠

。

1
金

沢
市

○
○

○
注

１
○

○
○

現
物

給
付

償
還

払
い

医
療

保
険

の
自

己
負

担
額

（
療

育
手

帳
B

の
場

合
は

、
入

院
分

の
み

助
成

）
特

別
障

害
者

手
当

の
所

得
制

限
に

準
拠

2
七

尾
市

○
○

○
○

○
○

○
○

現
物

給
付

償
還

払
い

県
と

同
じ

6
5
歳

未
満

県
と

同
じ

。
6
5
歳

以
上

の
３

級
取

得
者

は
住

民
税

非
課

税
世

帯
の

み
助

成
対

象

3
小

松
市

○
○

○
注

２
○

○
○

○
○

現
物

給
付

償
還

払
い

医
療

保
険

の
自

己
負

担
額

特
別

障
害

者
手

当
の

所
得

制
限

に
準

拠
4

輪
島

市
○

○
○

○
○

○
○

○
現

物
給

付
償

還
払

い
県

と
同

じ
県

と
同

じ

5
珠

洲
市

○
○

○
○

○
○

○
○

3
級

、
Ｂ

Ⅰ
通

院
、

Ｂ
Ⅱ

は
償

還
払

い
償

還
払

い
県

と
同

じ
県

と
同

じ

6
加

賀
市

○
○

○
○

○
○

○
○

現
物

給
付

償
還

払
い

県
と

同
じ

県
と

同
じ

7
羽

咋
市

○
○

○
○

○
○

○
○

3
級

、
Ｂ

Ⅰ
通

院
、

Ｂ
Ⅱ

は
償

還
払

い
償

還
払

い
県

と
同

じ
県

と
同

じ

8
か

ほ
く
市

○
○

○
○

○
○

○
○

現
物

給
付

償
還

払
い

医
療

保
険

の
自

己
負

担
額

な
し

9
白

山
市

○
○

○
○

○
○

○
○

現
物

給
付

償
還

払
い

医
療

保
険

の
自

己
負

担
額

な
し

1
0

能
美

市
○

○
○

○
○

○
○

○
現

物
給

付
償

還
払

い
医

療
保

険
の

自
己

負
担

額
な

し
1
1

川
北

町
○

○
○

○
○

○
○

○
現

物
給

付
償

還
払

い
医

療
保

険
の

自
己

負
担

額
な

し

1
2

野
々

市
町

○
○

○
○

注
3

○
○

○
○

○
現

物
給

付
償

還
払

い
医

療
保

険
の

自
己

負
担

額
な

し
。

た
だ

し
、

身
体

障
害

者
手

帳
4
級

の
人

の
み

、
住

民
税

非
課

税
世

帯
を

助
成

対
象

と
す

る
。

1
3

津
幡

町
○

○
○

○
○

○
○

○
現

物
給

付
注

３
償

還
払

い
医

療
保

険
の

自
己

負
担

額
な

し
1
4

内
灘

町
○

○
○

○
○

○
○

○
現

物
給

付
償

還
払

い
医

療
保

険
の

自
己

負
担

額
な

し
1
5

志
賀

町
○

○
○

○
○

○
○

○
現

物
給

付
償

還
払

い
県

と
同

じ
県

と
同

じ
1
6

宝
達

志
水

町
○

○
○

○
○

○
○

○
現

物
給

付
償

還
払

い
医

療
保

険
の

自
己

負
担

額
県

と
同

じ
1
7

中
能

登
町

○
○

○
○

○
○

○
○

現
物

給
付

償
還

払
い

県
と

同
じ

な
し

1
8

穴
水

町
○

○
○

○
○

○
○

○
現

物
給

付
償

還
払

い
県

と
同

じ
県

と
同

じ

1
9

能
登

町
○

○
○

○
○

○
○

○
3
級

、
Ｂ

Ⅰ
通

院
、

Ｂ
Ⅱ

は
償

還
払

い
償

還
払

い
県

と
同

じ
県

と
同

じ

1
9

1
9

1
9

2
1
9

1
9

1
8

1
9

1
8

注
１

：
金

沢
市

の
4
級

一
部

の
対

象
範

囲
は

、
6
5
歳

以
上

で
下

記
の

者
に

限
ら

れ
ま

す
。

 （
１

）
音

声
・
言

語
機

能
に

著
し

い
障

害
を

持
つ

者
、

（
２

）
両

下
肢

の
す

べ
て

の
指

を
欠

く
者

、
（
３

）
一

下
肢

 の
機

能
に

著
し

い
障

害
を

持
つ

者
、

（
４

）
一

下
肢

の
足

関
節

以
上

を
欠

く
者

注
２

：
小

松
市

は
、

3
級

の
平

成
1
6
年

4
月

1
日

以
降

の
新

規
対

象
者

を
補

助
対

象
外

と
し

て
い

ま
す

。
し

か
し

平
成

2
8
年

8
月

こ
の

規
定

を
撤

回
し

ま
し

た
。

注
３

：
野

々
市

市
：
4
級

の
対

象
範

囲
は

、
世

帯
全

員
が

住
民

税
非

課
税

世
帯

に
限

ら
れ

ま
す

。

療
育

手
帳

自
治

体
名

対
象

者
2
0
1
8
年

9
月

現
在

6
5
歳

～
７

４
歳

助
成

内
容

所
得

制
限

自
治

体
単

独
助

成
分

の
助

成
方

法

心
身

障
害

者
医

療
費

助
成

制
度

身
体

障
害

者
手

帳

23



全科
精神科
のみ

通院＋
入院

通院
のみ

1級 2級 3級 必要 不必要

富山 ×
石川 ×
福井 〇 〇 〇 〇 〇 〇 自立支援医療受給者も対象

新潟 〇 〇 〇 〇 〇 29年9月より実施

長野 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1級；全科・全額。2級；精神科通院のみ

岐阜 〇 〇 〇 〇 〇 〇
静岡 〇 〇 〇 〇 〇 Ｈ24年10月より実施

愛知 〇 〇 〇 〇 〇 〇 通院；自立支援医療のみ。市町村単独あり

三重 〇 〇 〇 〇 〇

北海道 〇 〇 〇 〇 〇
住民税課税；自己負担1割（上限あり）
住民税非課税；初診時のみ一部負担あり

青森 〇 〇 〇 〇 〇
秋田 ×
岩手 ×
宮城 ×
山形 〇 〇 〇 〇 〇 所得税課税；自己負担1割（上限あり）

福島 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 2・3級；身障又は療育手帳を併せ持つ者

茨城 〇 〇 〇 〇 〇 障害年金1級、特児扶養手当1級受給者

栃木 ×
群馬 〇 〇 〇 〇 〇 年金手帳が必要；障害年金1級

埼玉 〇 〇 〇 〇 〇
千葉 ×
東京 〇 〇 〇 〇 〇 2019年１月より実施

神奈川 〇 〇 〇 〇 〇
山梨 〇 〇 〇 〇 〇 〇 国民年金法；障害1、2級を含む。

滋賀 ×
京都 ×
大阪 ×
兵庫 〇 〇 〇 〇 精神科以外の医療が対象

奈良 〇 〇 〇 〇 〇 〇 Ｈ26年10月より実施

和歌山 ×
鳥取 〇 〇 〇 〇 〇 所得制限あり。一部負担あり

島根 ×
岡山 ×
広島 ×
山口 〇 〇 〇 〇 〇 自己負担；1レセ…通院500円、入院2,000円

徳島 ×
香川 ×
愛媛 ×
高知 ×

福岡 〇 〇 〇 〇 〇
自己負担；通院・医療機関当500円/月
入院1万円/月（低所得者6,000円）

佐賀 ×
長崎 〇 〇 〇 〇 〇 Ｈ25年10月実施。自己負担あり

熊本 〇 〇 〇 〇 〇 自己負担あり。連続入院15年は全額無料

大分 〇 〇 〇 〇 〇
宮崎 ×

鹿児島 ×
沖縄 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 復帰特例法により、自立支援医療は無料

全国計 26 23 3 20 6 26 8 2 23 3 ◆市町村単独で実施しているところもあり。

対象の科制度
有無

○×

精神障害者への「県単独･医療費助成制度」（65歳未満）の実施状況
富山県精神保健福祉家族連合会より提供（2017.5/15時点）

精神障害手帳

摘　要
都道

府県名

入院・通院 対象障害区分
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自
治

体
名

目
　

標
目

　
標

目
　

標
目

　
標

目
　

標
受

診
率

受
診

率
受

診
率

受
診

率
受

診
率

特
定

健
診

6
0
%

3
7
.
9
0
%

3
8
.
6
0
%

3
9
.
0
0
%

6
0
.
0
0
%

4
8
.
7
0
%

5
0
.
0
0
%

5
0
.
0
0
%

6
0
%

4
5
.
3
0
%

4
7
.
1
0
%

5
0
%

6
0
.
0
0
%

5
0
.
5
0
%

5
1
.
4
0
%

5
2
%

6
0
%

5
7
,
4
%

5
9
,
2
%

6
0
%

胃
が

ん
4
0
%

1
9
.
8
0
%

2
1
.
9
0
%

1
9
.
8
0
%

4
0
.
0
0
%

1
2
.
1
0
%

1
2
.
1
0
%

4
0
.
0
0
%

3
0
%

1
9
.
0
0
%

1
7
.
9
0
%

3
0
%

1
1
.
0
0
%

1
7
.
2
0
%

7
.
2
0
%

2
5
%

1
8
,
5
%

1
6
,
7
%

2
5
%

大
腸

が
ん

4
0
%

2
0
.
4
0
%

2
0
.
0
0
%

2
2
.
7
0
%

4
0
.
0
0
%

2
2
.
8
0
%

2
2
.
1
0
%

4
0
.
0
0
%

3
0
%

2
4
.
1
0
%

2
3
.
7
0
%

3
0
%

1
9
.
0
0
%

1
8
.
3
0
%

1
7
.
9
0
%

2
5
%

2
2
,
2
%

2
0
,
1
%

2
5
%

肺
が

ん
4
0
%

2
7
.
2
0
%

2
7
.
7
0
%

2
7
.
1
0
%

4
0
.
0
0
%

2
9
.
5
0
%

2
7
.
9
0
%

4
0
.
0
0
%

4
0
%

3
1
.
7
0
%

3
1
.
6
0
%

4
0
%

1
2
.
0
0
%

2
8
.
2
0
%

2
7
.
1
0
%

2
5
%

2
3
,
9
%

2
2
,
0
%

2
5
%

子
宮

が
ん

5
0
%

1
0
.
1
0
%

9
.
7
0
%

1
0
.
1
0
%

5
0
.
0
0
%

2
6
.
5
0
%

2
6
.
6
0
%

5
0
.
0
0
%

3
0
%

2
6
.
6
0
%

2
5
.
7
0
%

3
0
%

2
0
.
0
0
%

2
5
.
8
0
%

2
4
.
4
0
%

2
5
%

2
3
,
6
%

2
2
,
3
%

2
5
%

乳
が

ん
5
0
%

1
2
.
8
0
%

1
1
.
0
0
%

1
2
.
8
0
%

5
0
.
0
0
%

2
5
.
2
0
%

2
5
.
3
0
%

5
0
.
0
0
%

3
0
%

2
9
.
5
0
%

2
8
.
6
0
%

3
0
%

2
6
.
0
0
%

2
4
.
6
0
%

2
7
.
3
0
%

3
0
%

2
9
,
5
%

2
6
,
6
%

3
0
%

前
立
腺
が

ん
2
6
.
4
0
%

2
6
.
8
0
%

2
6
.
4
0
%

（
―

）
2
3
.
0
0
%

2
2
.
6
0
%

―
 
─

2
9
.
4
0
%

2
7
.
6
0
%

─
3
4
.
8
0
%

3
7
.
0
0
%

2
5
%

2
1
,
2
%

1
8
,
3
%

2
5
%

*
リ

ス
ク

健
診

自
治

体
名

目
　

標
目

　
標

目
　

標
目

　
標

目
　

標
受

診
率

受
診

率
受

診
率

受
診

率
受

診
率

特
定

健
診

6
0
.
0

4
9
.
6

未
確

定
5
2
.
0

6
0
%

5
5
.
2
0
%

5
4
.
9
0
%

6
0
%

6
0
%

5
0
.
1
0
%

5
1
.
4
0
%

5
2
.
9
0
%

5
5
.
0

4
6
.
5
0
%

（
見

込
）

4
5
.
5
％

4
8
.
0
0
%

5
6
.
0

4
4
.
1

4
4
.
3

4
7
.
5

胃
が

ん
1
0
.
0

5
.
8

5
.
3

6
.
0

2
5

1
7
.
1

1
8
.
5

1
8

4
0
%

1
4
.
7
0
%

1
5
.
1
0
%

1
6
.
5
0
%

*
4
0

1
2
.
5
0
%

1
1
.
8
0
%

1
3
.
1
0
%

4
0
.
0

6
.
9

8
.
3

9
.
5

大
腸

が
ん

2
5
.
0

1
6
.
7

1
7
.
7

1
8
.
0

3
0

2
2
.
3

2
1
.
3

2
4

4
0
%

1
8
.
2
0
%

1
7
.
0
0
%

1
7
.
9
0
%

*
4
0

1
5
.
8
0
%

1
5
.
7
0
%

1
6
.
8
0
%

4
0
.
0

9
.
2

1
1
.
2

1
1
.
5

肺
が

ん
2
3
.
0

1
4
.
4

1
5
.
8

1
6
.
0

3
0

2
4
.
7

2
3
.
5

2
6

4
0
%

2
7
.
8
0
%

2
6
.
0
0
%

2
7
.
9
0
%

*
4
0

1
7
.
1
0
%

1
6
.
7
0
%

1
7
.
8
0
%

4
0
.
0

9
.
0

1
2
.
4

1
2
.
5

子
宮

が
ん

4
0
.
0

2
1
.
6

1
8
.
3

2
0
.
0

2
5

1
8

1
9
.
7

2
0

4
0
%

2
4
.
9
0
%

2
5
.
6
0
%

1
9
.
2
0
%

*
4
0

1
4
.
6
0
%

1
4
.
4
0
%

1
4
.
6
0
%

5
0
.
0

8
.
5

9
.
0

1
0
.
0

乳
が

ん
5
0
.
0

2
5
.
5

2
0
.
4

2
1
.
0

2
5

1
9
.
3

1
9
.
3

2
0

4
0
%

2
5
.
4
0
%

2
6
.
6
0
%

2
2
.
0
0
%

*
4
0

1
7
.
6
0
%

1
8
.
2
0
%

1
8
.
6
0
%

5
0
.
0

8
.
6

7
.
7

9
.
0

前
立
腺
が

ん
2
0
.
0

1
4
.
7

1
7
.
6

1
8
.
0

2
5

1
4
.
7

6
.
3

1
5

－
1
1
.
8
0
%

1
1
.
9
0
%

1
2
.
6
0
%

*
4
0

1
6
.
6
0
%

1
7
.
1
0
%

1
8
.
3
0
%

―
7
.
9

1
0
.
0

1
1
.
0

＊
4
0
~6
9
歳

自
治

体
名

目
　

標
目

　
標

目
　

標
目

　
標

目
　

標
受

診
率

受
診

率
受

診
率

受
診

率
受

診
率

特
定

健
診

6
0
.
0
0
%

4
3
.
3
0
%

4
5
.
6
0
%

4
7
.
0
%

6
0
.
0
0
%

5
2
.
7
0
%

5
4
.
7
0
%

5
5
.
0
0
%

6
0
%

4
2
.
8
0
%

4
2
.
9
%
(
未

確
定

)
4
5
%

6
0
%

5
5
.
7
0
%

5
4
.
0
0
%

5
6
%

6
0

5
2
.
3

5
2
.
5

5
3

胃
が

ん
3
0
.
0
0
%

8
.
9
0
%

8
.
6
0
%

4
0
.
0
0
%

9
.
2
0
%

8
.
9
0
%

9
.
4
0
%

2
5
%

5
.
5
0
%

6
.
5
0
%

2
5
%

4
0
%

2
1
.
8
0
%

1
8
.
4
0
%

4
0
%

1
5

9
.
8

1
0
.
2

1
1

大
腸

が
ん

3
0
.
0
0
%

1
1
.
4
0
%

1
2
.
0
0
%

4
0
.
0
0
%

1
2
.
2
0
%

1
1
.
7
0
%

1
2
.
2
0
%

2
5
%

8
.
6
0
%

9
.
3
0
%

2
5
%

4
0
%

3
3
.
9
0
%

3
2
.
0
0
%

4
0
%

2
6

2
1
.
9

2
1
.
4

2
2

肺
が

ん
3
0
.
0
0
%

1
6
.
0
0
%

1
5
.
5
0
%

4
0
.
0
0
%

1
1
.
8
0
%

1
1
.
6
0
%

1
2
.
1
0
%

2
5
%

1
5
.
7
0
%

1
5
.
6
0
%

2
5
%

4
0
%

3
9
.
9
0
%

3
8
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１　平成12年度～平成29年度の福祉事務所別生活保護申請件数調

福祉事務所名 Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
南 加 賀 17 38 41 28 18
石 川 中 央 70 59 48 36 69 83 74 57 67 93 81 41 43 44 26 28 25 27
能 登 中 部 16 12 13 22 25 14 18 19 9 21 19 18 21 21 20 30 17 12
能 登 北 部 30 18 22 29 15 21 21 21 31 38 38 24 20 33 29 23 24 14

郡　部　計 133 127 124 115 127 118 113 97 107 152 138 83 84 98 75 81 66 53
金 沢 市 社 会 344 313 353 414 323 284 338 344 450 529 488 475 545 456 459 503 443 360
七 尾 市 15 30 24 27 28 22 14 24 38 36 33 60 55 52 35 42 26 30
小 松 市 社 会 68 82 65 59 59 43 54 28 36 57 57 57 40 47 46 38 34 37
輪 島 市 18 12 10 20 34 35 37 29 26 45 30 47 49 33 29 24 18 23
珠 洲 市 9 8 6 8 8 12 2 8 6 11 12 12 14 7 13 12 6 4
加 賀 市 119 96 116 114 101 89 74 63 83 122 113 94 90 91 73 76 67 41
羽 咋 市 5 8 15 7 6 6 9 7 14 11 10 9 11 7 7 12 4 5
松 任 市 12 21 16 19
か ほ く 市 4 14 7 13 10 11 49 29 18 30 10 13 27 13 12
白 山 市 27 26 23 34 43 51 46 41 25 41 38 42 38 47
能 美 市 13 14 17 9 20 21 22 31 29 20 20 12 15 13
野 々 市 市 60 45 36 31 42 32 46

市　部　計 590 570 605 672 613 538 581 556 727 932 840 904 933 800 764 830 696 618
合 計 723 697 729 787 740 656 694 653 834 1,084 978 987 1,017 898 839 911 762 671

２　平成12年度～平成29年度の福祉事務所別生活保護開始件数調

福祉事務所名 Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
南 加 賀 14 33 34 24 20
石 川 中 央 64 58 48 36 63 59 42 41 62 88 78 38 43 44 22 22 24 24
能 登 中 部 13 9 8 15 13 8 12 14 6 16 18 16 20 19 18 27 14 9
能 登 北 部 25 15 19 28 13 20 14 22 23 33 31 21 20 30 25 20 23 13

郡　部　計 116 115 109 103 109 87 68 77 91 137 127 75 83 93 65 69 61 46
金 沢 市 社 会 304 296 316 366 294 257 307 309 382 515 451 452 521 433 418 470 423 337
七 尾 市 15 20 22 25 17 12 9 24 27 33 30 44 43 48 28 41 21 30
小 松 市 社 会 60 66 60 58 60 40 42 23 27 49 46 55 36 44 43 34 34 37
輪 島 市 17 12 8 11 21 23 33 28 25 31 27 39 45 25 26 21 18 20
珠 洲 市 9 8 5 6 7 12 2 8 3 8 14 6 9 4 10 11 6 3
加 賀 市 118 94 116 114 101 89 73 63 84 123 116 100 90 86 74 67 65 41
羽 咋 市 5 8 13 6 4 3 8 4 11 8 6 7 7 6 5 7 5 2
松 任 市 8 21 16 19
か ほ く 市 4 13 7 10 9 10 36 26 13 24 10 10 16 10 11
白 山 市 28 27 20 28 36 43 37 31 25 32 36 36 33 41
能 美 市 12 14 12 12 17 18 22 25 28 17 20 11 12 14
野 々 市 市 52 39 36 27 41 27 44

市　部　計 536 525 556 609 557 484 516 508 622 864 775 824 867 741 697 755 654 580
合 計 652 640 665 712 666 571 584 585 713 1,001 902 899 950 834 762 824 715 626

３　平成12年度～平成29年度の福祉事務所別生活保護廃止件数調

福祉事務所名 Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
南 加 賀 15 25 21 27 27
石 川 中 央 43 34 34 30 42 38 28 35 47 34 49 21 25 32 34 36 31 34
能 登 中 部 9 12 15 14 9 11 6 16 13 16 7 16 16 20 14 16 16 18
能 登 北 部 15 18 17 9 15 23 14 14 13 14 17 22 26 27 29 18 21 32

郡　部　計 82 89 87 80 93 72 48 65 73 64 73 59 67 79 77 70 68 84
金 沢 市 社 会 175 192 177 218 213 219 249 189 247 212 242 285 294 342 304 427 389 425
七 尾 市 10 7 13 15 16 26 22 15 19 27 21 42 31 39 43 38 47 46
小 松 市 社 会 16 21 35 41 57 44 37 38 50 37 38 33 28 35 27 38 42 31
輪 島 市 13 7 3 8 12 8 10 19 20 18 32 9 27 26 25 27 28 32
珠 洲 市 4 3 6 3 8 6 3 5 6 7 10 8 8 5 9 12 9 7
加 賀 市 55 44 50 81 85 77 81 61 73 67 79 92 63 86 89 74 73 79
羽 咋 市 4 8 4 3 8 6 8 5 7 1 7 6 8 3 6 9 8 8
松 任 市 5 7 8 5
か ほ く 市 11 10 11 2 6 9 8 10 20 13 11 18 24 11 17
白 山 市 16 18 18 27 32 20 16 19 22 34 34 31 31 38
能 美 市 7 8 11 10 12 17 9 15 20 13 21 14 6 10
野 々 市 市 27 21 26 21 19 31 30

市　部　計 282 289 296 385 432 423 441 375 475 414 464 556 535 620 597 713 675 723
合 計 364 378 383 465 525 495 489 440 548 478 537 615 602 699 674 783 743 807

（年度累計）

（年度累計）

（年度累計）
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４　平成12年度～平成29年度の福祉事務所別被保護世帯数調

福祉事務所名 Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
南 加 賀 93 101 110 114 71
石 川 中 央 292 316 331 257 226 277 257 269 283 309 358 200 220 234 236 223 208 204
能 登 中 部 113 114 108 105 82 80 82 88 81 78 86 89 91 93 97 101 105 103
能 登 北 部 127 127 130 138 145 144 127 130 139 158 166 179 176 171 174 169 177 165

郡　部　計 625 658 679 614 524 501 466 487 503 545 610 466 487 498 507 493 490 473
金 沢 市 社 会 1,628 1,739 1,853 2,015 2,130 2,179 2,240 2,310 2,438 2,678 2,917 3,125 3,318 3,482 3,572 3,658 3,692 3,683
七 尾 市 97 106 119 129 156 149 133 132 140 150 152 162 170 183 174 171 158 137
小 松 市 社 会 236 277 320 340 347 346 343 345 319 316 328 347 355 357 379 381 377 376
輪 島 市 62 69 75 80 85 100 132 151 159 164 175 182 209 215 213 210 204 197
珠 洲 市 41 45 45 48 49 54 55 54 57 55 59 59 59 58 58 60 58 54
加 賀 市 342 391 451 507 520 578 604 595 604 646 699 711 732 744 734 733 710 696
羽 咋 市 38 38 44 51 51 45 46 45 45 50 54 53 55 55 56 54 53 48
松 任 市 46 53 65 79
か ほ く 市 77 79 76 79 81 85 97 127 129 131 132 130 122 117 114
白 山 市 133 140 145 148 152 164 186 204 210 211 208 215 212 223
能 美 市 42 47 52 53 56 64 66 78 85 91 95 93 93 100
野 々 市 市 189 214 228 233 250 256 264

市　部　計 2,490 2,718 2,972 3,326 3,592 3,714 3,829 3,916 4,055 4,384 4,763 5,239 5,538 5,755 5,853 5,945 5,929 5,893
合 計 3,115 3,376 3,651 3,940 4,116 4,215 4,294 4,403 4,558 4,929 5,373 5,703 6,025 6,254 6,360 6,438 6,419 6,366

５　平成12年度～平成29年度の福祉事務所別被保護人員数調

福祉事務所名 Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
南 加 賀 108 117 135 132 85
石 川 中 央 361 400 430 344 303 362 334 345 360 386 452 256 278 287 286 267 244 242
能 登 中 部 124 122 116 115 90 87 87 97 88 83 93 98 101 104 106 113 122 121
能 登 北 部 168 166 163 167 176 175 161 167 177 200 212 226 223 218 223 214 216 197

郡　部　計 761 805 844 758 654 624 582 609 625 669 757 580 602 609 615 594 582 559
金 沢 市 社 会 2,006 2,152 2,298 2,495 2,626 2,668 2,732 2,815 2,965 3,269 3,558 3,806 4,027 4,198 4,304 4,397 4,406 4,341
七 尾 市 115 133 151 159 185 173 150 144 152 163 169 181 192 207 189 185 170 145
小 松 市 社 会 283 340 398 417 423 423 416 413 377 374 392 426 424 423 450 445 435 436
輪 島 市 72 83 90 98 103 119 159 185 188 193 209 217 257 268 273 257 244 237
珠 洲 市 46 53 51 53 57 63 63 62 64 63 68 67 68 68 71 74 70 66
加 賀 市 431 487 560 627 648 715 736 713 726 775 844 860 883 878 856 841 807 786
羽 咋 市 39 38 44 55 56 50 54 54 52 58 63 61 61 60 61 58 56 51
松 任 市 68 82 96 112
か ほ く 市 83 87 87 92 95 99 112 155 156 155 155 156 141 132 127
白 山 市 182 191 192 191 187 199 229 253 263 265 259 269 263 276
能 美 市 51 56 65 70 71 80 79 93 103 114 117 112 114 120
野 々 市 市 235 264 275 275 297 305 312

市　部　計 3,060 3,368 3,688 4,099 4,418 4,545 4,659 4,742 4,882 5,286 5,766 6,354 6,697 6,910 7,011 7,078 7,000 6,899
合 計 3,821 4,173 4,532 4,857 5,072 5,169 5,241 5,349 5,507 5,955 6,524 6,934 7,299 7,518 7,626 7,671 7,582 7,458
※ 表４、５の被保護世帯数・人員数について、郡部計、市部計、合計は、それぞれ該当する福祉事務所の年度計を合算し、１２月で除した数であるため、
　  本表の福祉事務所別の１か月平均の合計値と一致しないことがある。

（１か月平均）

（１か月平均）
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